
資料 1

地域医療連携体制の構築
に関する取組について

平成22年 8月 31日

山口県健康福祉部健康増進課

課長 岡 紳爾

○ 医療提供体制の確保

○ 都道府県による「医療提供体制確保のための計画 (医療計画 )」 の策定
⇒ 医療提供施設間の機能の分担及び業務の連携を図るための体制 (医療連携体制)の構築
・4疾病 ①がん ②脳卒中 ③急性心筋梗塞 ④糖尿病
・5事業 ①救急医療 ②災害医療 ③へき地医療 ④周産期医療 ⑤小児医療(小児救急)

○ 国による基本方針の策定   ⇒ 基本方針

基 本 方 針 【大臣告示】

医療提供体制の確保に関する基本的な考え方
⇒ 4疾病・5事業に関する医療連携体制の考え方

医療計画作成指針 【局長通知】

○ 医療計画作成に係る留意事項、内容、手順等
⇒ 保健所の役割について記載

4疾病・5事業の指針 【課長通知】

○ 求められる医療機能、連携体制構築の手順 等
⇒ 保健所の役割について記載



◆

◆

医療計画 作成指針 :医療計画 について (19年 フ月20日 医政局長通知)

・ 第4医療計画作成の手順等

2疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順

圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進される

よう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関

相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど積極的な役割を果たすものとする。

4疾病 ・ 5事業の指針 :疾病 又 は事業 ごとの医療体制 について (19年 フ月20日 同指導課長通知)

,医療計画作成指針 (上記と同じ内容 )

・ 第3連携の検討及び計画への記載

(2)保健所は、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な

指針」の規定に基づき、また、ロロ・・口・・「医療計画の作成及び推進における保健所の役割につ

いて」を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、……(中略 )・ …積極的な役割を果たすこと。

◆ 医療計画の作成及び推進における保健所の役割について (19年フ月20日 健康局総務課長通知)

1 -般的事項
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」口…(中 略)・ ∵では、保健所の業務として、……

医療機関との連携を図ること、医療計画策定に関与すること等が記載されている。

保健所は医療計画の作成及び推進において、……・・引き続き積極的に関与されたい。

イ

ー 医療計画策定と医療連携体制構築
について

一いずれも保健所の本質的な業務一



医療計画に、4疾病 (がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)及び5事業(救急医療、災害時医療、へき
地医療、周産期医療、小児医療)の医療体制それぞれについて、必要な医療機能、具体的な内容、該当
する医療機関・施設の具体的名称を記載し公表する。
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地域の救急医療の機能 司 回復期 リハ ビリの機能
生活 リハを含めた療養医
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再発予防の治療、基礎疾患・危
険因子の管理、抑うつ状態への

対応が可能なこと
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計
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<病院名>
・〇〇病院
・△△病院

<病院名>
・▲▲リハ ビリ病院
。◇◇病院 (回復期リハ病棟)

<病院・施設名≧
・介護老人保健施設◇◇
・□○診療所

【初期診療 (予 防) 【救護】 【急性期】 【回復期】 【維持期】

機

　

能

D初 期診療 発症予防
D機能

D病 院前救誰の薇

籠

●教急医療の機能 (重 症度に応 した救急医療を行 う機能 )

るリハビリテーシヨ〕
を実施する機能

●日常生活への復帰及
び維持のためのリハ ピ

リテーシ ョンを実施す

●生活の場で療養 できるよう支援

する機能

【高度専門医療】 【専門医療】

目

　

標

D管理等初期診療 を実
施

D脳卒 中の発症 を予防

る患者が,発症後2

時間以内に専門的
な診療が可能な医
療機関に到着でき
ること

時間以内)に専門的な治療を開始
●廃用症候群や合併症の予防、早期に
セルフケアについて自立できるための
リハ ビリテーシヨンを実施
●重症脳卒中の治療を実施

以内)に専門的な治療を開始
●廃用症候群や合併症の予防、早
期にセルフケアについて自立でき
るための リハビリテーションを実
施
●高度専門病院と連携 し脳卒中の

治療を実施

のための集中的な り′

ビリテー シ ョンを実‖

●再発予防の治療や理

礎疾患・危険因子の燈

理を実施

上のためのリハビリ
テーションを実施 し、
在宅等への復帰及び継
続を支援

できるよう、介護・福祉サー ビス

等と連携 して医療を実施
●最期まで在宅等での療養を望む
患者に対する看取りを実施

求
め
ら
れ

る
事

項

係する診療ガイ ドライ
ンに則 した診療を実施
●高血圧症、糖尿病、
脂質異常症、心房細動
等の基礎疾患及び危険
因子の管理が可能
●予兆・警告症状出現
時における対応につい

て、本人及び家族等患
者の周囲にいる者に対
する教育・啓発を実施
●予兆・警告症状出現
時に急性期医療を担う
医療機関への受診につ
いて指示

【本人及び家族等
周囲にいる者】
●発症後、速やか
に救急搬送の要請
を実施
【救急救命士を含
む救急隊員】
●地域メディカル
コン トロール協議
会の定めたプロ ト
コール (活動基

準)に沿つて、脳
卒中患者に対する
適切な観察・判
断 処置を実施
0急性期医療を担

う医療機関へ発症
晨2時 間以内に搬送

次の事項を含め、関係する診僚ガイ
ドラインに貝1し た診療を実施
●血液検査や画像検査 (X線検査、C
T検査、MRI検 査)等の必要な検査
が 24時間実施可能
●脳卒中が疑われる患者に対 して専門
的診療が 24時間実施可能 (画像伝送
等の遠隔診断に基づく治療を含む)

●適応のある脳標塞症例に対 し、来院
後1時 間以内 (も しくは発症後 3時間
以内)に t― PAの静脈内投与による
血栓溶解療法が実施可能
●外科的治療が必要と判断 した場合は
来院後2時 間以内の治療開始が可能
●呼吸管理、循環管理、栄養管理等の
全身管理及び合併症に対する診療が可
能
●リスク管理のもとに早期座位・立
位、関節可動域訓練、摂食・嘩下訓
練、装具を用いた早期歩行訓練、セル
フケア訓練等のリハビリテーシ ョンが
実施可能
●回復期 (あ るいは維持期、在宅医
療)の医療機関等と診療情報や治療計
画を共有するなどして連携

人の畢嗅を言め、F.q係 する移療
ガイ ドラインに則 した診療を実施
●血液検査や画像検査 (X線検
査.CT検 査、MRI検 査)等の
必要な検査が実施可能
●脳卒中が疑われる患者に対 して

専門的診療が実施可能 (画 像伝送
等の還隔診断に基づく治療を含
む )

●手術適応のない脳出血、 t― P
Aの 静脈内投与による血栓浴解原
法の適応のない脳梗塞 (も しくは
発症後 3時間以降)に対 し、入院
治療が実施可能
●外科的治療が必要と判断 した場
合は高度専門病院と連携 して対処
●呼吸管理、循環管理、栄奏管理
等の全身管理及び合併症に対する
診療が可能
●リスク管理のもとに早期に適切
なリハピリテーションが実施可能
●回復期 (あ るいは維持期、在宅
医療)の医療機関等と診療情報や
治療計画を共有するなどして連携

次の事項を含め、僕
係する診療ガイ ドライ
ンに則 した診療を実施
0再発予防の治療 (紡

血小板療法、抗凝固環
法等)、 基礎疾患・危
険因子の管理及び抑 う
つ状態への対応が可能
0失 語、高次 1歯 機能障
害 (記憶障害、注意陣
書等)、 味下障害、唱
颯障害、歩行障害等の
機能障害の改善及びA
DL向 上を目的とした
哩学療法、作業療法、
言語聴覚療法等のリハ

ビリテーションが専門
医療スタッフにより集
申的に実施可能
0急性期の医療機関及
び維持期の医療機関等
と診療情報や治療計画
を共有するなどして連
携

次の事項を含め、関
係する診療ガイ ドライ
ンに則 した診療を実施
●再発予防の治療、基
礎疾患・危険因子の管
理、抑 うつ状態への対
応等が可能
●生活機能の維持及び
向上のための リハビリ
テーション (訪 間及び
通所リハ ビリテーシ ヨ
ンを含む)が実施可能
●介護支援専門員が自
立生活又は在宅療養 を
支援するための居宅介
護サー ビスを調整
0回復期 (あ るいは急
性期)の医療機関等 と
珍療情報や治療計画 を
共有するなどして連携

次の事項を含め、関係する診療
ガイ ドラインに則した診療を実施
●再発予防の治療、基礎疾患 危
険因子の管理、抑 うつ状態への対
応等が可能
●生活機能の維持及び向上のため
のリハ ビリテーシヨン (訪間及び
通所 リハ ビリテーシヨンを含む )

が実施可能
●通院困難な患者の場合、訪問看
護ステーション、薬局等と連携 し
て在宅医療を実施
●回復期 (あ るいは急性期)の医
療機関等と診療1青 報や治療計画を
共有するなどして連携
●診療所等の維持期における他の
医療機関と診療情報や治療計画を
共有するなどして連携
●特別養護老人ホーム (介 護老人
福祉施設)、 認知症高齢者グルー
プホーム、有料老人ホーム、ケア
ハウス等自宅以外の居宅において
も在宅医療を実施 し、希望する患
者にはこれらの居宅で看取りまで
実施
●介護支援専門員と連携 して居宅
介護サー ビスを調整
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‐

医療計画に記載されている内容 :基礎資料として活用

○ 各疾病診療に必要な医療機能 +該 当する医療機関リスト

○ 地域連携のイメーブ図

○ 地域で取り組まれている事例の紹介

圏域連携会議 (保健所ごとに設置)

○地域の医療資源に基づく連携体制構築に向けた検討

○既存の連携体制の地域への波及

○医療提供体制の見直し・再編等について検討

※保健所は公的立場から支援
・ 複数の医療機関の調整
・ 予防、介護領域への働きかけ
・ 普及啓発など

地域の実情に応じた医療連携体制の構築

支援

くH

安心と希望の医療確保ビジョン

○ 平成 18年度の医療制度改革以後、医療に関

する様々な問題が指摘
・ 医師不足
・ 医療機関における産科・ノ1ヽ児科の開鎖
・ 医療従事者の過度の負担による疲弊
・ 救急医療に対する不安

(軽症患者の受療行動の問題)    など

○ 取り組む視点
・ 地域の二一ズに応じた適切な医療を提供
口地域の限られた医療資源を有効に活用

○ 取り組むべき方策の一つ

“地域完結型医療の推進
⇒ 医療連携体制の構築、推進

「医療連携体制の推進」が医療に関する

様々な問題の解決にも貢献



2 医療連携体制の構築への取り組み
-4疾病 (がん、脳卒中、急性lb筋梗塞、糖尿病)一

く出典>
平成21年度地域保健総合推進事業

「地域医療連携体制の構築と評価に関する研究班」
分担事業者:恵上博文(山 口県宇部環境保健所長)

◇ 4疾病地域医療連携体制構築アンケート調査より
全国保健所の取組状況を把握するため、平成21年 8月 に全国510保健所

(県型380、 市型107及び区型23)にアンケート調査を実施 (回答率99.6%)。

○ 取り組んでいる保健所は約5害」で、昨年度より2害」増加

○ 県型 57%で あるが、市型が 18%と 低い

型

所健
県
保

市型保健所
区 型

保健所
言十

指定都市
市
市

核
令

中
政

保健所 380 59 48 21 508

取組んでいる

と回答
216 3 16 11 246

害J 合 ら6.8%1 5.1%13,.,4
17.8%

52.4% 48.4%

平成21年度地域保健総合推進事業「地域医療連携体制の構築と評価に関する研究班」分担事業者 :恵上博文 (山 口県宇部環境保健所長)よ り 10



○ 過去の事例分析から事前に保健所の役害」を抽出し、その項目

について調査実施

o 圏1或連携会議の開催が約7害」、約半数が情報収集と調整機能

を発揮している。

r教″事″墨336複数回答フ

平成21年度地域保健総合推進事業「地域医療連携体制の構築と評価に関する研究班」分担事業者 :恵上博文 (山 口県宇部環境保健所長)よ り 11

圏域連携

会議開催
医療資源

情報収集
関係施設

の 調 整

〈〓
脚驚

修
開

研

の
住民への

普及啓発

評価指標
収集分析

役 害J 235 189 159 149 122 37

害J合 69.9% 56.3% 47.3% 44.3% 36.3% 1180%

○ 優先的取組が必要とされた脳卒中は7害」強、通矢日で例示され

た地上或連携パスの導入は5害」強と厚労省の通矢□を尊重

仰 組保健所=2イ6 複数回答可リ

が    ん 脳 卒 中
急  性

心筋梗塞
糖 尿 病 言十

対 象 疾 病 82 179 57 93 411

パ ス 導 入 30 117 30 42 219

導 入 害J合 36.6% 65.4% 52.60/0 45.2% 53.3%

‥‥
＝

リ

宝
ロ

△
口 33.3% 72.8% 23.2% 37.8% 167.1%

平成21年度地域保健総合推進事業「地域医療連携体制の構築と評価に関する研究班」分担事業者 :恵上博文 (山 口県宇部環境保健所長)よ り 12



が    ん 脳 卒 中
急  性
心筋梗塞

糖 尿 病 言十(害」合 )

保  健  師 36 80 16 47 179(53.30/0)

一丁
′
／

■ 政 職 43 72 33 29 177(52.70/0)

栄  養  士 4 2 0 10 16(4.80/0)

歯 科 医 師 1 7 0 3 11(3.30/0)

理学作業療法士 1 9 1 0 10(3.0%)

社 会 福 祉 士 5 2 2 0 9(2.70/o)

○ 保健師が約 5害」と行政職と並び、連携の主力職種

仰組事例=336 複数回答可リ

注 1: 医師の大半を占める保健所長は、医療連携に係る総括業務に従事。
注 2: 社会福祉士は、大阪府の取組のみ。
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事例 1 脳卒中地域り八ビリテーション体制構築事業

取組保健所

兵庫県姫路市保健所 (中核市 )

事例の概要
◇ 平成 18年度から急性期、回復期などの病院間のネットワーク構築に向けて
研究会を設置され検討開始

◇ 平成20年度から市保健所も参画し、研究会の事務局を引き受けるとともに、
ネッ トワークづくりを支援。また、地域連携パスの運用に係る調整を図りつ
つ医療・介護連携体制構築を目指している事例。

3 連携のポイント

① 平成20年度に地域連携パス運用を目指す研究会 (県保健所も参画)の事務
局を保健所に移設し、各病期間相互の連携を強化・拡充している。

② 圏域におけるリノヽビリテーション支援センターの業務を (県保健所から)

受託して、地域の調整の中核機関としての機能を果たしている。
③ 在宅ケアに関する課題検討のため、在宅や介護を含むネットワーク連絡会

を保健所が設置して運営を支援している。
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